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発刊にあたって 

                                 

 稚内市教育委員会 
                                 教育長  表  純 一 
 
 
  はじめに、本市の学校教育が教育関係者並びに地域や保護者の皆さまの深いご
理解、ご協力により、着実に推進・発展し、今日に至っておりますことに心よりお礼申し

上げます。 

 

 さて、昨今の私たちを取り巻く環境は、絶え間ない技術革新やグローバル化により

急速に変化しています。これからは、人口減少や人生 100 年時代の到来を見据えた、

予測できない変化に主体的に向きあい、自らの可能性を発揮し、より良い社会の創り

手となる力を身につけることが求められております。 

   

このような中、これまでも本市における学校教育は、「確かな学力」「豊かな心」

「健康な体」のバランスのとれた「生きる力」を育むことを基本観点と捉え、進めてま

いりましたが、この度の稚内市学校教育推進計画の改訂は、平成 28 年度に改訂し

た本計画や、令和２年度より本格実施となった改訂学習指導要領、北海道教育推進

計画、宗谷管内教育推進計画などに基づき、今日の課題を踏まえながら、教育活動

を進めていく上で具体的な方向や取組が見えるよう整理しました。 

 

これまでも進めてきた取組ですが、子どもたちの成長・発達段階に応じた適切な教

育支援を行うためには、義務教育９年間を見通した一貫した教育システムの構築が

引き続き不可欠であると考え、これまでの小中連携、小中一貫を更に深化させた、義

務教育学校の開校も目指して進めて行くべきとも考えています。 

 

これからはコミュニティ・スクールの導入や部活動の拠点校方式・地域移行など、

時代の変化に合わせた様々な取組が今後行われますが、各学校をはじめ、関係機関

や、地域、保護者の方におかれましても、「地域全体で子どもを見守り、育てていく」と

いう稚内の子育て運動の基本的な考えをご理解頂き、引き続き子どもたちへのご支

援をお願い申し上げます。 

 
  最後に、この学校教育推進計画策定にあたり、ご多忙の中、ご尽力いただきました
策定委員、並びに関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。 
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第１章 計画の策定について 

(1) 計画策定の趣旨 

昨今、グローバル化の進展や、IoT や人工知能などの絶え間ない技術革新により、子どもたちを取り

巻く環境は大きく変化しています。現在の子どもたちが社会で活躍する頃には、更に、生産年齢人口の

減少、人生１００年時代、Society5.0 の実現など、社会の構造や雇用環境が急速に変化し、子どもた

ちが就くことになる職業の在り方についても、現在とは様変わりすることが指摘されています。 

平成２９年３月に告示された学習指導要領においては、「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を

創る」という目標を学校と社会が共有し、子どもたちが未来の創り手となるために必要な資質・能力を

育む「社会に開かれた教育課程」の実現が示されました。 

こうしたことから、今後の学校の在り方を明確にするとともに、本市の子どもたちが、これからの社会

を担うために必要となる資質・能力を確実に身に付け、互いを認め合い、尊重し合いながら自己実現を

図り、幸福な人生を送ることができるよう、新たな「稚内市学校教育推進計画」を策定することとしまし

た。 

(2) 計画の位置付け 

① 本計画は、教育基本法第１７条２項に規定する「地方公共団体における教育の振興のための施策

に関する基本的な計画」として、２０２３(令和５)年度から５年間に取り組む施策の基本的方針を示

すものとします。 

② 本計画は、「第 5次稚内市総合計画」の学校教育に関する部門別計画として策定したものです。 

③ 本計画は、次の通り各種計画などとの整合性を図り策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画の期間 

本計画の期間は、２０２３(令和５)年度から 2027(令和 9)年度までの５年間とします。 

(4) 計画の評価・見直し 

この計画の推進にあたっては、P(Plan 計画)、D(Do 実施)、C(Check 評価)、A(Action 改善)サイ

クルの手法に基づき、毎年度、施策の実施状況、課題などに係る評価を行い、翌年度以降の施策の実

施に反映させていきます。 

また、計画の３年目にあたる 2025(令和 7)年度に見直しを行います。 

 

 

 

 

日本国憲法 

子どもの権利条約 

教育基本法 

学校教育法 

教育振興基本計画 

北海道教育推進計画 

宗谷管内教育推進計画 

市民憲章 

子育て平和都市宣言 

第５次稚内市総合計画 

稚内市第２次教育大綱 

子育て提言 

教育行政執行方針 

稚内の教育 

 

2023(R5) 2024(R6) 2025(R7) 2026(R8) 2027(R9) 2028(R10) 
新教育推進計
画 

新教育推進計
画 

新教育推進計
画 

部分改訂推進
計画 

部分改訂推進
計画 

新教育推進計
画 

  策定委員会/
部分改訂作業 

 策定委員会/新
教育推進計画
策定 

 
 

１１月下旬～１月  評価実施(各校) 
２月            結果集約・分析(教育研究所) 
２月下旬        教育委員会議で、集計・分析結果の報告 
３月            校長会で、集計・分析結果報告 
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第２章 学校教育推進の基本理念・基本指針 

(1) 学校教育推進の基本理念 

稚内は、子育て運動発祥の地です。非行克服から始まったこの取組は家庭・地域の教育力を高めること

で市民の中に根づいてきたものの成果です。「稚内の教育」の根底には、すべての子どもたちの健やかな

成長を願う市民ぐるみの子育て運動の理念が流れ、これまで受け継がれてきました。それは、子育て運動

が教育の問題であると押さえ、子育てで一致した活動が市民による協力・共同で進められてきたからで

す。 
 

すべての子どもたちが健やかに成長するためには、「授業がよくわかり、学校生活が生き生きと楽しいこ

と」「学校が地域に開かれていること」「家庭が明るく健康的なこと」「地域社会に思いやりがあり、文化的

で平和で豊かであること」が欠かせません。その実現を目指し、学校教育・家庭教育・社会教育がそれぞ

れの役割を責任を持って果たしていくことがこれまでも、そしてこれからも求められています。稚内の全ての

学校が、「確かな学力」「豊かな心」「健康な体」のバランスのとれた「生きる力」を着実に育むことを目指

し、中学校区を基盤とした「連携から一貫へ」の歩みを更に深化させていくことが重要です。 
 

令和５年度から導入する学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール：ＣＳ）は、これまで続いてきた子

育て運動の原点を今一度見つめ直す機会となりました。「地域の子どもたちは地域で育てる」という子育

て運動に対する市民の自覚と誇りがあります。だからこそ、中学校区を中心に学校が主体性を発揮して保

護者・地域と繋がり、小中学校の９年間、更には幼稚園・保育所から小学校、中学校、高等学校、大学まで

連携を強めることで取組の成果が一層期待できると考えます。 
 

今般、社会は予測できない速さで変化しています。多くの場面で多様性が求められる中、子どもたちは

自らの力で未来を切り拓いていかなければなりません。学校は、この現状を真摯に受け止め、子どもの実

態に応じた教育課程の編成と実施、省察と改善・充実を図り、新たな稚内の学校教育を創造的に実践・

展開していくための役割を果たしていくことが求められます。そして、その鍵を握るのは一人一人の教職員

であり、資質・能力の向上は協働的な学び合いの中で育まれていくものです。 
 

稚内市がめざす「未来を切り拓く心豊かな子ども」とは、他者との協働の中でよりよい社会としての我

が街稚内を創造する「わっかない人（びと）」の育成です。新型コロナウィルスの感染拡大によって人との

関わりが希薄になってきていますが、そのことが逆に互いにつながり合うことの重要性を再認識することに

もなりました。今こそ学校を中心に家庭と地域が力を合わせ、未来の稚内を創造する子どもを育てる場と

なるよう、その決意とともに本計画をここに定めます。 

 

(2) 基本指針 

次代を担う「わっかない人(びと)」の育成 

  地域と共に在る学校の構築 

 

◇ 確かな学力の育成と地域と協働した学校経営の推進 

◇ 健康で豊かな地域社会の創造 

◇ 安全で安心な子育て環境づくりの充実 

◇ 豊かな人と文化を育む活動への支援 
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第３章 稚内市のめざす子ども像 

 

未来予測が困難なこれからの時代においては、社会の変化に主体的に向き合い、コミュニケーション

能力を高め、他者と協働しながらよりよい社会を創造するために、知・徳・体のバランスのとれた力や、

社会を力強く生き抜くために求められる資質・能力を育成する必要があります。 

稚内市では、伝統や文化に立脚し、高い志や意欲を持つ自立した人間として、他者と協働しながら価

値の創造に挑み、急速な社会変化を乗り越え、よりよい未来を切り拓いていくグローカルな力を子ども

たちに育むことをめざし、めざす子ども像を設定しました。 

 

第４章 全体構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来を切り拓く心豊かな子ども 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重 点 観 点 

重点 

1 

地域と連携・協働しながら
「生きる力」を育む学校経
営を進めます 

1. 社会に開かれた教育課程の充実 

2. 教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメント

の確立 

3. 社会と連携・協働、並びに学校間段階の接続・連携・一

貫の推進 

重点

Ⅱ 

確かな学力を育む教育を
進めます 

1. 資質・能力の育成を図る学習指導の充実 

2. 学習の基盤となる資質・能力の育成 

3. 指導方法や授業改善に活かす学習評価の充実 

重点

Ⅲ 

豊かな人間性を育みます 1. 人間としての生き方を考え、主体的に判断・行動し、他

者とより良く生きる道徳教育等の充実 

2. よりよい人間関係の形成や集団の一員としての自覚・

責任感を育て、自己表現を図る特別活動 

3. 社会的資質・能力の発達を支え、自己実現を図る力を

付ける生徒指導 

重点

Ⅳ 

健やかな体を育みます 1. 心身の健やかな健康を促す健康教育と保健指導 

2. 生命の大切さを実感し、実践力を養う安全教育の充実 

重点

Ⅴ 

多様な児童生徒の状況・
教育的ニーズに応じた指
導や支援を行います 

1. 一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必

要な支援の充実 

2. 学校種における切れ目のない一貫した指導や支援の

充実 

重点

Ⅵ 

資質能力の向上を図る、
学び続ける教職員 

1. 教職員のライフステージに沿った資質能力の向上 

2. 「チーム学校」の教育力・組織力の向上 

 

稚内市のめざす子ども像 

「未来を切り拓く心豊かな子ども」 

社会教育 家庭教育 

学校教育指針 

次代を担う「わっかない人（びと）」の育成 

地域と共に在る学校の構築 

学校教育 

稚内市の子育て運動 

 

＊概要版では通し番号で示しています。 
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第５章 重点及び観点別の具体策 

  

 

観点 1 社会に開かれた教育課程の充実 

 

方策① 学校教育目標・目指す子ども像、学校経営方針の理解と共有 

 学校教育目標及び子ども像、重点目標を、学校運営協議会、家庭・地域と共有します。 

 育成を目指す資質・能力を明らかにし、教育課程に位置付けます。 

方策② コミュニティ・スクールを基盤とした、ふるさと稚内の個性を活かした教育の推進 

 地域の「自然や伝統・文化、産業(人・もの・こと)」を学ぶ活動の充実を通して、郷土への

誇りや愛着を育む教育活動の充実を図ります。 

 キャリア教育のプランや年間指導計画を整備・実践し、その評価・改善に努めます。 

 児童生徒のキャリア発達を促すことができるよう「キャリア・パスポート」を活用します。 

 

観点 2 教育活動の質の向上を図るカリキュラム・マネジメントの確立 

 

 方策① 児童生徒の実態を踏まえた教育課程の編成 

 教科等横断的な視点に立ったカリキュラム・マネジメントを推進します。 

 全ての教科において、言語能力向上のため言語活動を充実させます。 

 9 年間を見通し情報活用能力の育成を図る ICT 活用教育を推進します。 

 方策② PDCA サイクルによる教育活動の改善・充実 

 学校評価(自己評価、保護者評価、関係者評価など)の結果に基づき、学校経営・運営の改善

に組織的に取り組みます。 

 各種調査結果を活用した検証改善(PDCA)サイクルにより、教育課程の改善・充実を図り

ます。 

  

観点 3 社会と連携・協働、並びに学校間段階の接続・連携・一貫の推進 

 

 方策① 発達と学びの連続を意識した教育の推進 

 幼保小の接続を図るスタートカリキュラムを充実させます。(小学校のみ) 

 小中９年間を通した教育課程を編成し、一貫教育を推進します。(小学校・中学校) 

 中高６年間を見通した主権者教育、職業教育や進路指導の充実を図ります。(中学校のみ) 

方策② 家庭・地域・関係機関との連携強化 

 望ましい生活習慣・学習習慣の定着を図ります。 

 地域・家庭と連携した読書活動や図書館(市立・学校)を効果的に活用した教育活動を展開

し、読書習慣の確立に努めます。 

 地域・関係機関とのネットワークを強化し、いじめ(ネット上も含む)・非行・不登校・虐

待・貧困・ヤングケアラーなどの未然防止、早期発見、早期対応に努めます。 

重点Ⅰ 地域と連携・協働しながら「生きる力」を育む学校経営を進めます 

＊概要版では通し番号で示しています。 
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観点 1 資質・能力の育成を図る学習指導の充実 

 

方策① 実態や課題を踏まえた目標の設定と指導計画の作成 

 学習指導要領の目的、目標及び全国学力・学習状況調査やＣＲＴ学力検査等の結果を踏まえ

た指導目標を立てます。 

 指導目標をもとに、3つの柱を踏まえた指導計画の作成と実施を行います。 

方策② 「主体的・対話的で深い学び」の学習指導の創造と充実 

 「個別最適な学び」と「協働的な学び」を踏まえた授業改善の充実を図ります。 

 ＩＣＴ活用や地域の教育資源などを活用した柔軟な学習活動を推進します。 

 

観点 2 学習の基盤となる資質・能力の育成 

 

方策① ３つの柱を踏まえた学習活動の工夫 

 資質・能力の確実な育成を図るために、3つの柱をバランスよく育成する授業改善を図ります。 

 体験的な学習を通じて、学びを生かした学習活動の創造を図ります。 

方策② 主体的に学びに向かう態度の育成を目指した学習指導 

 探究的な活動や課題解決的な学習を通して、主体的に取り組む授業改善に努めます。 

 

観点 3 指導方法や授業改善に活かす学習評価の充実 

 

方策① 授業改善につなげる的確な評価の工夫 

 学習指導要領の目標や目的、身に付けるべき力を押さえた評価基準の作成を推進します。 

 児童生徒の指導方法の振り返りとなる、評価基準を踏まえた授業の構築と授業改善を推進しま

す。 

方策② 児童生徒の学習意欲につながる学習方法の工夫と改善 

 自己評価や相互評価など個々の学習評価を行い、自ら学ぶ意欲を高める学習評価の工夫と改

善を図ります。 

 個に応じた指導に活かすための、評価方法と評価の活用について工夫と改善を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点Ⅱ 確かな学力を育む教育を進めます 
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観点 1 人間としての生き方を考え、主体的に判断・行動し、他者とより良く生きる道徳教育等の充実 

 

方策① 学校の教育活動全体を通じた組織的、計画的な道徳教育の推進 

 特別な教科道徳の目的を意識した道徳教育におけるカリキュラム・マネジメントの充実及

び、全教職員が協力した推進体制の確立に努めます。 

 児童生徒の良い点や可能性、成長の状況などを積極的に評価し、意義や価値を実感できる

評価の充実に努めます。 

方策② 家庭・地域社会と連携した「生きる力」を育てる指導の充実 

 物事を広い視野から多面的・多角的に考え、自己や人間としての生き方について考えを深める指

導の充実を図ります。(道徳教育等を通して) 

 自他の尊重と相互理解を図り、自他の人権を守る意欲や態度を育てる人権教育を推進します。 

 保護者や地域の理解と協力を得るための授業公開の実施や外部人材の積極的活用を図ります。 

 

観点 2 よりよい人間関係の形成や集団の一員としての自覚・責任感を育て、自己表現を図る特別

活動 

 

方策① 豊かな人間性や社会性を培う取組の充実 

 自発的・自治的に取り組む児童会・生徒会活動の充実に努めます。 

 各学校の特色ある教育活動に基づき、自己の生き方について深く考えさせる取組を充実さ

せます。 

方策② 豊かな人間性や社会性を培う支援や指導の充実 

 人間関係育成・社会参画・自己実現を図る資質・能力向上のために、全体指導計画の改善

や家庭・地域との連携に努めます。 

 積極的に相互評価を取り入れ、自己実現を支援する工夫に努めます。 

 

観点 3 社会的資質・能力の発達を支え、自己実現を図る力を付ける生徒指導 

 

方策① 児童生徒理解を深め、社会的資質や能力の発達を支える指導の充実 

 全教育活動を通して、児童生徒一人一人の社会的資質・能力を身に付けさせる指導計画の

改善に努めます。 

 児童生徒理解を深めるために、学校内での情報連携・行動連携に努めます。 

 

 

 

 

 

 

重点Ⅲ 豊かな人間性を育みます 
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観点 1 心身の健やかな健康を促す健康教育と保健指導 

 

方策① 運動好きな子どもたちの育成を目指した体育の授業と充実 

 自他の課題を発見・解決したり、自己変容を確認したりするための協働的な学びの充実を

図ります。 

 運動に対する意欲や挑戦心の育成を目指したきめ細やかな指導の充実を図ります。 

方策② 体力向上の取組の充実 

 新体力テストの活用による自己の体力の現状を踏まえた体力向上の目標を設定します。 

 運動習慣をはじめとする望ましい生活習慣の定着に向けた学習を充実させます。 

方策③ 学校・家庭・地域が一体となった子どもたちの健康づくりの充実 

 食育の啓発と、日常の健康観察に基づく個に応じた具体的な指導や支援を工夫します。 

 学校医・保健師・保護者代表などの参加による学校保健委員会を充実させます。 

 

観点 2 生命の大切さを実感し、実践力を養う安全教育の充実 

 

方策① 体験的活動を通した安全教育の充実 

 生活・交通・災害の安全意識の高揚と、災害発生時において主体的に行動できる資質・能

力を育成します。 

 児童生徒の危険予測・危機回避能力を高めるための指導の充実を図ります。 

方策② 事故防止の徹底 

 児童生徒の行動傾向等を的確に把握し、実態に即した安全指導計画の改善・充実を図りま

す。 

 訓練活動等を通し、自分の身を自分で守る意識の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点Ⅳ 健やかな体を育みます 
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観点 1 一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援の充実 

 

方策① 障がいのある子どもの主体的・積極的な社会参画に向けた学び場の充実 

 共生社会の形成に向けた「交流及び共同学習」のさらなる充実を図ります。 

 特別支援学級における一人一人の障がいの状態等に応じた指導や支援を充実させます。 

 一人一人の障がいの状態等に応じたＩＣＴを活用した授業改善を推進します。 

方策② 特別な支援を必要とする児童生徒の理解と必要な支援の充実 

 通常の学級における特別な支援を必要とする児童生徒が安心して学び、資質・能力を育む

ことができるよう、UD(ユニバーサルデザイン)の考えを取り入れた学級づくり・授業づく

りを進めます。 

 家庭や地域、関係機関と連携・協力し、「チーム学校」としていじめの根絶、不登校の未然

防止に努め、また、適切な指導や支援を行います。 

 LGBTQ や家庭における虐待、貧困、ヤングケアラーなど、多様な教育的ニーズがある児

童生徒に対し、専門スタッフを活用するとともに、関係機関と連携した支援を行います。 

 

観点 2 学校種における切れ目のない一貫した指導や支援の充実 

 

方策① 支援や相談体制の構築と充実 

 稚内市教育委員会・学校種間の連携したきめ細やかな就学相談体制を充実させます。 

 個別の教育支援計画を活用し、教育、家庭、医療、保健、福祉、企業等の関係機関との連携を図

ります。 

方策② すべての教職員の特別支援教育に関する専門性の向上 

 特別支援教育支援員を含む教職員を対象とした障がいの特性等に関する研修等により、基礎的

な知識に関する理解を促します。 

 学校内外の専門家や関係機関と連携した研修等により、教員の専門性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点Ⅴ 多様な児童生徒の状況・教育的ニーズに応じた指導や支援を行い

ます 
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観点 1 教職員のライフステージに沿った資質能力の向上  

 

方策① 研修による個々人の資質能力の向上 

 個人研修に努め、専門性の向上を図ります。 

 多様な校内外の研修会・研究会へ積極的に参加し、実践的指導力の向上に努めます。 

 ＩＣＴ活用スキルの向上を図ります。 

 

観点 2 「チーム学校」の教育力・組織力の向上  

 

方策① 学校の教育力・組織力の向上 

 校長のリーダーシップの下、研修リーダーなどを中心とした、組織的・継続的な学校研究や研修を

推進します。 

 メンター方式や OJTを通じて日常的に学び合う校内研修の充実を図ります。 

 個々の学びの成果を共有し、学校全体の教育力の向上に努めます。 

 ミドルリーダーを育成し、組織的な指導力の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点Ⅵ 資質能力の向上を図る、学び続ける教職員 
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稚内市
わっかないし

子
こ

ども憲章
けんしょう

 
 

 

 

 

私
わたし

たちは、稚内市
わっかないし

開基
か い き

120年
ねん

・市制
し せ い

施行
し こ う

50年
ねん

・開港
かいこう

50年
ねん

を

記念
き ね ん

して、「夢
ゆめ

発信
はっしん

！てっぺん子
こ

ども会議
か い ぎ

」を開催
かいさい

しました。 

21世紀
せ い き

の稚内
わっかない

が、この地
ち

に生
い

きるすべての人
ひと

にとって、

平和
へ い わ

で豊
ゆた

かな、そして心
こころ

やさしく文化
ぶ ん か

の香
かお

り高
たか

い故郷
ふるさと

とな

るよう、手
て

を取
と

りあって積極的
せっきょくてき

に生
い

きることを誓
ちか

い、本
ほん

会議
か い ぎ

の名
な

においてこの憲章
けんしょう

を定
さだ

めます。 

１．みんなが、仲良
な か よ

くいじめを無
な

くし、楽
たの

しく元気
げ ん き

に学
まな

び生活
せいかつ

 

できるよう、力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 

２．みどり豊
ゆた

かな、魅力
みりょく

あふれる街
まち

づくりをめざして、自然
し ぜ ん

 

を守
まも

り育
そだ

てるよう、力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 

３．ゆとりや生
い

きがいが育
そだ

つよう、文化
ぶ ん か

・スポーツ交流
こうりゅう

に 

力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 

４．安全
あんぜん

で住
す

みよい街
まち

づくりと、健康
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しい生活
せいかつ

ができる 

施設
し せ つ

の充実
じゅうじつ

を願
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い、みんなで力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 

５．国際
こくさい

平和
へ い わ

と交流
こうりゅう

の輪
わ

を広
ひろ

げ、すべての国
くに

の人
ひと

たち
た ち

が仲良
な か よ

 

くなるよう、共
とも

に力
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だ

し合
あ

いましょう。 

６．希望
き ぼ う

をもって働
はたら

くことのできる産業
さんぎょう

の振興
しんこう

を願
ねが

い、 

故郷
ふるさと

を学
まな

び、夢
ゆめ

が実現
じつげん

できるよう力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 

７．温
あたた

かく思
おも

いやりのある街
まち

にするため、多
おお

くの人
ひと

と交
こう

流
りゅう

 

し、助
たす

け合
あ

い、ボランティア活動
かつどう

に力
ちから

を出
だ

し合
あ

いましょう。 
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子育て平和都市宣言 
 

 

（昭和６１年６月７日 制定） 

 

日本最北端の国際都市・稚内市は、戦争のない世

界平和と美しい自然、かおり高い文化を永遠に願

うふるさとでありたい。 

ふるさとの次代を担う子どもたちのすこやかな

成長と平和なまちづくりを進めることは、すべて

の大人の責任である。 

この願いをこめたふるさとづくりは、わたくし

たち市民の責任である。 

わたくしたち稚内市民は、市民ぐるみの子育て

と平和をもとめる運動の責任と義務を自覚し、市

民一人ひとりのたゆまぬ努力を誓って、ここに「子

育て平和都市」を宣言する。 
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【 用語解説 】 

 

○IoT                  アイオーティー。「Internet of Things」の略でモノのインターネットと訳され

ている。今までインターネットにつながっていなかった様々なモノ（住宅、車、家

電製品、電子機器など）が、ネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに

接続され、相互に情報交換する仕組みのこと。例えば、スマホなどを通じて、外

出先からエアコンや照明を操作したり、玄関ドアの開閉を行ったりできる。牛に

取り付けたウェアラブデバイスから行動データを解析して、異常行動があれば

スマートフォンにお知らせするなど、あらゆる分野での利用が進んでいる。 

 

○Society5.0           Society 5.0 とは、日本が目指すべき未来社会として、第５期科学技術基本

計画において提唱されたコンセプト。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会

（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く

社会であり、具体的には、「サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実

空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両

立する人間中心の社会」と定義されている。 

 

○資質・能力             言語能力、情報活用能力（情報モラルを含む。）、問題発見・解決能力等の

学習の基盤となる資質・能力。豊かな人生の実現や災害などを乗り越えて次

代の社会を形成することに向けた現代的な諸課題に対応して求められる資

質・能力。 

学んだことを人生や社会に生かそうとする学びに向かう力、人間性等、実際

の社会や生活で生きて働く知識及び技能、未知の状況にも対応できる思考力、

判断力、表現力など。  

 

○子育て運動           昭和５３年に始まった、全ての子どもたちの健やかな成長のためには、授業が

よく分かり、学校生活が生き生きと楽しく、その学校が地域に根付いていること、

明るく健康な家庭、思いやりと文化の薫りがする平和で豊かな社会の存在が

必要であることを訴え、市民ぐるみで協力し、それぞれの教育力を総合的に高

め合う運動のことである。 

 

○生きる力               これからの子どもたちに必要なのは、いかに社会が変化しようと、自分で課

題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解

決する資質や能力など自己教育力であり、また、自らを律しつつ、他人ととも

に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、豊かな人間性であると考え

られている。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うま

でもなく、こうした資質や能力を「生きる力」と称し、知、徳、体をバランスよく育

んでいくことが重要である。 

 

○学校運営協議会         教育委員会から委員に任命された保護者や地域住民などで構成され合

議制の機関のこと。 

 

○コミュニティ・スクール     平成 16年 6月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正

P4- 

P5- 
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（同年9月施行）され、導入された制度。学校運営協議会を通じて、校長の作

成する学校運営の基本方針の承認、学校運営全般について教育委員会・校

長に意見を述べることなど、一定の権限と責任を持って学校運営に参画する

仕組みのこと。稚内市においては令和 5年度より導入する。 

 

○グローカル            「グローカル」は、「グローバル」と「ローカル」を組み合わせた造語。地球規

模で物事を見ながら、地域の文化や習慣などに寄り添い、地域の視点で問題

を捉え、解決していこうとする考え方で、これからの社会には欠かせない考え方

の一つと言われている。 

 

○社会に開かれた         学校の教育課程を通じて、子どもたちが社会や世界とつながり、よりよい社 

教育課程            会と幸福な人生を自ら創り出していける力を積極的に育もうとする考え方。以

下が重要となる。 

よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標を学校と社会が共

有。 

これからの社会を創っていく子どもたちに必要な資質・能力とは何かを、教 

育課程において明らかにし、それを学校教育で育成。 

地域と連携・協働（地域の人的・物的資源の活用、社会教育と連携）しながら

目指すべき学校教育を実現。 

 

○キャリア教育            一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を育

てることを通して、キャリアの発達を促す教育。キャリア教育は、就業体験や進

路指導といった狭いものとして捉えられがちであるが、本来、自らのキャリア形

成のために必要な様々な汎用的能力を育てていくものであり、学校の教育活

動全体を通して行うもの。平成 23年、中教審は答申において 

①社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力（「基礎的・汎用的能

力」）や態度を育成する幼児期から高等教育までの体系的な取組 

②子ども・若者一人一人の発達状況の的確な把握ときめ細やかな支援 

③能力や態度の育成を通じた勤労観・職業観等の価値観の自己形成・自己

確立を指摘している。文科省では推進のためポータルサイトの運営を行ってい

る。 

 

○キャリア・パスポート      児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動につ

いて、学びのプロセスを記述し、キャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、

自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのこと。なお、

その記述や自己評価の指導にあたっては、教師が対話的に関わり、児童生徒

一人一人の目標修正などの改善を支援し、個性を伸ばす指導へとつなげなが

ら、学校、家庭及び地域における学びを自己のキャリア形成に生かそうとする

態度を養うよう努めなければならない。学びを蓄積し、それを社会や将来につ

なぎ、必要に応じて振り返ることにより、主体的に学びに向かう力を育て、自己

のキャリア形成に生かすことが可能となるとともに、特別活動や各教科等にお

ける指導の改善にも寄与することが期待されている。 

 

P6- 
 

P7- 
 



- 18 - 

 

○カリキュラム・マネジメント 児童や学校、地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要

な教育の内容等を教科等横断的な視点で組み立てていくこと、教育課程の実

施状況を評価してその改善を図っていくこと、教育課程の実施に必要な人的

又は物的な体制を確保するとともにその改善を図っていくことなどを通して、教

育課程に基づき組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図って

いくこと。 

 

○教科横断的な視点      汎用的な資質・能力の育成のために、教科等の関連を明らかにし、各教科を

横断する形で育成を図ろうとすること。あるいは、各教科の学びの過程で身に

付けた考えるための技法を活用したり、総合の時間での経験を教科等に還元

したりする往還的な関係で、汎用性の高い資質・能力の育成を図ろうとするこ

と。 

 

○情報活用能力の育成    言語能力や問題発見・解決能力等とともに、学習の基盤となる資質・能力の

一つ。情報及び情報手段を主体的に選択し、活用していくための個人の基礎

的資質で、3観点 8要素に整理された。 

稚内市教育研究所では、２０２１年度の所員研究において「９年間を見通した

情報活用能力一覧（情報モラルを除く）」を作成している。 

 

○PDCAサイクル        Plan（計画）・Do（実行）・Check（振り返り・評価）・Action（改善）を繰り返

し、目的・目標の達成やその取組の改善を行う仕組みのこと。 

学校評価、教育課程の編成、学習指導など、様々な教育活動に当てはまる。 

 

○スタートカリキュラム      幼児期と児童期を円滑につなぐための幼保小の架け橋プログラム。幼児期 

の教育における遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、小学校教育へ

の円滑な接続を目的とし、生活科を中心に、合科的・関連的な指導や弾力的

な時間割の設定などを工夫したカリキュラムのこと。 

 

○一貫教育              小中一貫教育とは、小学校と中学校の9年間一貫で行われる体系的・継続

的な教育のこと。小中一貫教育を行う学校を小中一貫校といい、制度上の形

態として義務教育学校、併設型、連携型がある。また制度に基づかない実質的

な小中一貫教育・小中一貫校もある。 

稚内市においては、中学校区を単位に、中一ギャップの緩和や解消、系統

的・継続的な学習によって教育効果を高めることなどを期待し、実質的な小中

連携一貫教育の推進に努めている。 

 

○主権者教育           主権者教育とは、主権者たる国民が政治や社会での出来事について自分ご

ととして考え、主体的に行動できるようにするための教育のこと。単に政治の仕

組みについて必要な知識を習得させるにとどまらず、主権者として社会の中で

自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社

会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を発達段階に応じて身

に付けさせることが重要である。 
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○望ましい生活習慣       ここでは、「早寝早起き朝ごはん」「家庭学習」という、家庭に於ける望ましい

学習習慣             生活習慣や学習習慣を意味している。 

 

○読書活動・読書週間     子どもたちが読書に親しみ読書習慣を形成していくための活動。子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより

深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであるが、年々大人

も子どもも活字・本離れが進んでいる。 

稚内市子どもの読書活動推進計画(2021-2025)では、5 年間にわたる

施策の基本的方向と具体的な方策を明らかにしている。この基本計画に従い、

子どもの読書の機会の提供、関係機関や民間団体等が連携・協力した取組の

推進、社会的気運醸成のための普及・啓発等の取組を推進することが求めら

れている。 

学校においては、学校図書館を計画的に利用し、学習活動や読書活動を充

実させることが求められている。 

 

○ヤングケアラー          家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、

家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18 歳未満

の子どものこと。 

 

○３つの柱              「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、 人間

性等」のこと。 

 

○個別最適な学び        「指導の個別化」と「学習の個性化」を教師視点から整理した概念が「個に

応じた指導」であり、この「個に応じた指導」を学習者視点から整理した概念

が「個別最適な学び」。 指導の個別化とは、全ての子どもに基礎的・基本的な

知識・技能を確実に習得させ、思考力・判断力・表現力等や、自ら学習を調整

しながら粘り強く学習に取り組む態度等を育成するために、教師が支援の必

要な子どもにより重点的な指導を行うことなどで効果的な指導を実現すること

や、子ども一人一人の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指導方法・教

材や学習時間等の柔軟な提供・設定を行うこと。 学習の個性化とは、基礎的・

基本的な知識・技能等や、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等

の学習の基盤となる資質・能力等を土台として、幼児期からの様々な場を通じ

ての体験活動から得た子どもの興味・関心・キャリア形成の方向性等に応じ、

探究において課題の設定、情報の収集、整理・分析、まとめ・表現を行う等、教

師が子ども一人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組む機会を提供す

ることで、子ども自身の学習が最適となるよう調整すること。 

 

○協働的な学び          探究的な学習や体験活動などを通じ、子ども同士で、あるいは地域の方々を

はじめ多様な他者と協働しながら、あらゆる他者を価値のある存在として尊重

し、様々な社会的な変化を乗り越え、持続可能な社会の創り手となることがで

きるよう、必要な資質・能力を育成すること。 

 

○ICT活用教育         ICT とは、「Information and communication Technology」、情報通信 
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技術を意味している。ネットワークを利用した情報や知識のやり取り、人と人と

のつながりを重視し、それを活用する教育のこと。 

稚内市においては、文部科学省の「ＧＩＧＡスクール構想」により、２０２１年度

末、小・中学校に 1人 1台端末が導入され、高速通信ネットワークが整備され

た。これらを活用し、よりわかりやすい授業、学習の効率化、校務の効率化、個

別最適な学び・協働的な学びの充実、情報活用能力の育成を図ることなどが

期待される。また、デメリットを踏まえた学習や指導の配慮も求められる(情報

モラル教育の充実、書く力の育成等々) 

 

○情報連携・行動連携     国立教育政策研究所生徒指導研究センター提言では、「互いに意思の疎

通を図り、自らの役割を果たしつつネットワークとして一体的な対応を行う」連

携を「行動連携」と名付け、児童生徒の問題行動への対応は、「問題行動に

関する情報の交換」が中心となった「情報連携」だけでは不十分であり、「今

後の課題はいかにこの『行動連携』を適切に実行していくかということにある」

としている。 

 

○共生社会              障害がある、ないにかかわらず、女の人も男の人も、お年寄りも若い人も、す 

べての人がお互いの人権（私たちが幸福に暮らしていくための権利）や尊厳 

（その人の人格を尊いものと認めて敬うこと）を大切にし、支え合い、誰もが生

き生きとした人生を送ることができる社会。 

 

○交流及び共同学習       幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特

別支援学校等が行う、障がいのある子どもと障がいのない子ども、 あるいは

地域の障がいのある人とが触れ合い、共に活動し、障がいのある子どにとっ

ても、障がいのない子どもにとっても、経験を深め、社会性を養い、豊かな人

間性を育むとともに、お互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会。 

 

 個別的な調整または、特別な設計を必要とすることなく、最大限可能な範囲で、

困難を抱えた児童生徒を含むすべての子どもがよく分かる授業をつくること。 全

員が参加し、理解を深めることができる授業をつくっていくことが、ユニバーサルデ

ザインの考えを取り入れた学級づくり・授業づくり。 

 

○チーム学校             校長のリーダーシップの下、カリキュラム、日々の教育活動、学校の資源など

が一体的にマネジメントされ、教職員や学校内の多様な人材が、それぞれの専

門性を活かして能力を発揮し、子どもたちに必要な資質・能力を確実に身に付

けさせることができる学校。中央教育審議会答申では、具体的な改善方法とし

て、①専門性に基づくチーム体制の構築②学校のマネジメント機能の強化③

教員一人一人が力を発揮できる環境の整備が示された。 

 

○LGBTQ             Lesbian（レズビアン＝女性同性愛者）、Gay（ゲイ＝男性同性愛者）、

Bisexual（バイセクシャル＝両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー＝

心と体の性が異なる人）、Queer／Questioning（クィアまたはクエスチョニン

グ＝性的指向・性自認が定まらない人）の頭文字をつなげた略語で、いわゆる

○UDの考えを取り入

れた学級づくり・授

業づくり 
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性的少数者（セクシュアルマイノリティ）の総称。 

 

○メンター方式            知識と経験のある先輩がメンター（育成担当者）となり、後輩であるメンティ

（育成対象者）に対してキャリア形成上の課題解決・メンタル面のサポートなど

を行う制度。学校現場では、教職員構成の変化を見据え、持続可能な校内人

材育成システム構築を意図して、初任者研修などに導入されている。従来方式

と同様の校内研修に加えてメンターチーム研修を取り入れることにより、初任

者の育成と同時にメンターの資質向上を図ることができる。 

 

○OJT                  職場の上司や先輩が部下や後輩に対し、具体的な仕事を通じて、職務に必要な 

(On the Job Training) 能力を組織的・計画的・継続的に指導し、修得させることによって、全体的な業 

務処理能力や力量を育成する活動のこと。学校現場では、日常の職務を通し

て、教職員として必要な知識や技能、態度等を組織的・ 計画的・継続的に高

めていく取組。 

 

【知っておきたい稚内市の政策・取組】 

◇子育て平和都市宣言  

稚内公園にモニュメントが建つ「九人の乙女の碑」は、太平洋戦争の終結が宣言された昭和 20 年

8 月、日本領だった南樺太（現サハリン）の真岡町（現ホルムスク）がソ連軍に攻められる最中、電話交

換手として働く 9 人の女性はその場から逃げず、最後まで通信確保の任務を果たし、自決したことを悼

む慰霊碑である。 

また、昭和 58 年には、大韓航空機撃墜事件が起こり、稚内の目の前にあるサハリン西海域で、民間

航空機がロシアの領空を侵したとされ、ロシア軍に撃墜され、269名の方が亡くなられた。 

もともと市民ぐるみの子育て運動は盛んに行われていたが、この悲しい事件をきっかけに、より一層、

市全体で子どもたちの未来を守ろうという流れに変わり、家庭、社会、世界の平和への願いを次世代に

つないでいくため、昭和 61年に全国で初めて「子育て平和都市」を宣言した。 

 

◇子育てファイル            

保護者がお子さんの成長を記録しながら、お子さんを見守るツールとして、あわせて保育所・幼稚園・

小中学校など子どもにかかわる関係機関が、子どもの様子について共通理解を深め、適切な支援につ

なげるために作られた。ファイルの記入は義務ではなく、各家庭の判断により、必要に応じて活用する。 

 

◇放課後学力グングン塾      

平成 25 年度から、稚内市教育研究所の研究事業として始められた、子どもたちの基礎学力の定着

や活用力・判断力・表現力の向上を目的とする取組。3、4 年生を対象に指導員を配置しながら、放課

後 1時間、3年生は週 2回、4年生は週 1回、国語と算数の勉強が行われている。開設当初は稚内中

央小、潮見が丘小の 2校であったが、平成 26年度からは 2校に加え、稚内南小、稚内東小の 4校で

行われている。 

 

◇スクールガードボランティア    

学校や通学路等での巡回パトロールや危険箇所の監視など、子どもたちを見守るボランティアのこと。

平成 18年度より導入、実施され、現在は 369人以上の方が登録している。 
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令和４年度 稚内市学校教育推進計画策定委員   

 

 氏  名   所        属        等 

 小 島 康 秀   稚 内 市 校 長 会 （大岬小学校） 

 工 藤   真   稚 内 市 校 長 会 （宗谷小学校） 

 川 原 修 子   稚 内 市 校 長 会 （稚内港小学校） 

 木 藤 健 史   稚 内 市 校 長 会 （宗谷中学校） 

 松 本 ちひろ   稚 内 市 教 頭 会 （稚内南中学校） 

 眞 宮 英 博   稚 内 市 教 頭 会 （宗谷中学校） 

 平 岡 昌 輝   稚 内 市 教 頭 会 （稚内東小学校） 

 和 田   浩   稚内市教育研究会 （稚内南中学校） 

 飯 田   毅   稚内市教育研究会 （稚内南小学校） 

 須 山 幸 治   稚内市教育研究会 （声問小学校） 

 船 木 真 澄   稚内市教育研究所 （所長） 

 佐 近   強   稚内市教育研究所 （所員） 

 

【参考文献】 

・文部科学省ホームページ ・学習指導要領 ・科学技術イノベーション白書 ・検証改善報告書 

・中央教育審議会答申 ・文部科学省国立教育政策研究所ホームページ掲載資料 

・文部科学省国立教育政策研究所ホームページ掲載資料 ・稚内市学校教育推進計画(平成２８年度～) 

・週刊教育資料「最新教育キーワード（令和３年上巻・下巻）」 

・「小学校における教育課程のあり方について 低中学年の指導を中心として」白梅学園大学 無藤 隆氏 

・稚内市子育て平和学習資料「子育て平和都市宣言」 
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サ ク ラ       ナナカマド       ハマナス 

 

 

 

 

昭和 53年７月 制定 

 

 

 

 

稚内市民憲章 
わたくしたちは、氷雪の門のあるところ、秀峰利尻富 

士と樺太を望む日本北端の都市稚内の市民です。わたく 

したちは、きびしい風土のなかから、たくましく前進す 

る稚内をつくることを誇りとし、この憲章を定めます。 

 

自然を愛し、 
       うつくしい緑のまちをつくりましょう。 

生産を高め、 
      ゆたかな暮らしのまちをつくりましょう。 

文化を育て、 
       あたたかい心のまちをつくりましょう。 

きまりを守り、 
      あかるい住みよいまちをつくりましょう。 

子どもたちに、 
      しあわせな希望のまちをつくりましょう。 
 

昭和 43年４月１日 制定 

市の木と花 
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